
学校経営

１ 学校経営

○ 学校経営の２つの側面

〔教育活動〕

各教科等の授業など

〔教育活動を支える経営活動〕

学年・学級経営、分掌、教科の経営など

○ 学校経営の効果的な推進

・学校の教育目標の実現に向けて、マネジメント・

サイクルの各過程（計画・実践・評価・改善）

を円滑に推進

・特に、「評価」「改善」が重要

教育活動 経営活動

学校経営
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マネジメント・
サイクル

「学校の教育目標」を実現するための組織的・計画的な取組



学校経営

○ 学校の教育目標の具現化

入学した児童生徒が卒業する

までの長期的な展望の下、学校の

教育目標を一人一人の児童生徒に

実現しようとする営み

２ 学校の教育目標

法律に定められた公教育の目的や目標などを踏まえ、各学校の教育の課題に

応じて設定する目標
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３ 学校経営の計画

学校の教育目標の効果的実現を目指して、教育活動や経営活動に関わる様々な

計画を関連付けて作成した総合的な計画

・教育活動計画や経営活動計

画は、学校経営計画の一部

・学級経営などの計画を立案す

る場合には、学校経営計画と

の関連を図ることが大切
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４ 学校経営の組織

・校務分掌組織は、校務の種類と範囲を
明らかにし、学校経営組織の全体構造
の中に位置付けられた組織

学校の教育目標の効果的な実現を目指して編成された、教育活動や経営活動に

関わる組織

出展：平成29年10月20日 学校における働き方改革特別部会配付資料（文部科学省）

※上記組織図は（例）であり校種や各学校によって、組織編成や名称等が異なる

・学校では、校務運営を適正かつ円滑に
進めるため、職員会議をはじめとする
分掌部会、学年部会などの会議を開催

〔会議の参加に当たって〕
◇ 会議の性格や目的、内容を明確に把握する。
◇ 必要に応じて事前に調査研究する。
◇ 建設的な意見を簡潔明瞭に述べる。

〔円滑な校務分掌処理に向けて〕
◇ いつ、だれが、どのような仕事をするのか確認する。
◇ 仕事の情報や手順を理解する。
◇ 仕事に必要な時間を予測する。

※ 職員会議は、学校教育法施行規則第48条（中学校、義務
教育学校、高等学校、特別支援学校は準用規定）に基づ
き、校長が主宰するものであり、校長には、職員会議につ
いて必要な一切の処置をとる権限があることに留意
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５ 学校経営の評価

学校の教育目標の具現化を目指し、教育活動や経営活動の取組の成果を検証し、

必要な支援・改善を行うため、学校評価計画に基づき計画的に実施

○ 学校評価の目的

・各学校が、自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目標を

設定し、その達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価するこ

とにより、学校として組織的・継続的な改善を図る。

・各学校が、自己評価及び保護者など学校関係者等による評価の実施とその

結果の公表・説明により、適切に説明責任を果たすとともに、保護者、地

域住民等から理解と参画を得て、学校・家庭・地域の連携協力による学校

づくりを進める。

・各学校の設置者等が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件

整備等の改善措置を講じることにより、一定水準の教育の質を保証し、そ

の向上を図る。
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５ 学校経営の評価

第三者評価 （当事者・関係者でないものによる評価）

出展：パンフレット『「学校評価ガイドライン［改訂］」の概要』（文部科学省）

○ 実施手法

〔自己評価〕

各学校の教職員が行うもの

〔学校関係者評価〕

保護者、地域住民等の学校関係者などにより構成

された評価委員会等が、自己評価の結果について

評価することを基本として行うもの

〔第三者評価〕

学校とその設置者が実施者となり、学校運営に関

する外部の専門家を中心とした評価者が、自己評

価や学校関係者評価の実施状況も踏まえつつ学校

運営の状況について専門的視点から行うもの

※ 児童生徒・保護者アンケート等（外部アンケート等）

自己評価を行う上で、児童生徒や保護者、地域住民を対象とするアンケート
による評価や、保護者等との懇談会を通じて、授業の理解度や保護者・児童
生徒がどのような意見や要望をもっているかを把握することが重要
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６ 学校力向上に関する総合実践事業（道教委）

○ 事業の目的

管理職のリーダーシップの下、全教職員が一つ

のチームとなって包括的な学校改善を図りながら、

今日的な教育課題を解決する学校モデルを構築し、

実践の成果を普及・啓発することにより、本道の

小・中学校の学校力向上を図る

〔組織マネジメントの確立〕

・客観的な数値等により課題を可視化

・実現可能な目標の設定

・校務分掌等の工夫により全教職員の学校経営への

参画・協働意識を高めながら教育活動を展開

・成果の検証・改善

※指定地域の学校では、「包括的な学校改善の視点」を踏まえ教育活動を展開
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６ 学校力向上に関する総合実践事業（道教委）
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６ 学校力向上に関する総合実践事業（道教委）

○ 事業内容

【ICTを活用した教育の充実】

○ １人１台端末を活用した授業改善

・目指す資質・能力の育成に向けた効果的な
活用

・デジタル教科書等の効果的な活用
・小学校高学年における教科担任制による指
導の充実

○ １人１台端末の日常的な活用による学びの
充実
・健康観察、アンケートなど授業以外にお
ける活用

・１人１台端末の持ち帰り、教材の画像デー
タを活用した学びなど、学校外における
活用

・ほっかいどうチャレンジテスト等の活用

○ 教員のICT活用指導力等の向上
・学校のICT化に向けた推進体制の構築
・日常実践に直結する校内研修の促進

【「北海道アクション・プラン（第２期）」を
踏まえた働き方改革の実施】

○ 改革プロセスの明確化
・教職員の課題意識を踏まえた改革の目標設定
・改善効果の明確化と効果の定期的な検証
・在校等時間の客観的な計測とその記録の共有

○ 組織体制の構築
・学校規模に応じた働き方改革推進のコアチーム（事
務職員を含む）による改善プロセスの推進

・校長等による推進チームへの支援

○ 業務の効率化に向けた取組の充実
・課題に応じた「５つの業務改善・効率化の観点」
の実践

・ICTの活用（教材作成等授業準備、朝の打合せや職
員会議等でのペーパーレス化、保護者との連絡手段
のデジタル化、教員研修の効率的な実施）

・学校事務の共同実施による学校間の連携
・部活動休養日等の完全実施、学校規模に応じた部活
動数や運用形態の見直し、地域との連携など部活
動指導に係る負担の軽減（中学校）
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６ 学校力向上に関する総合実践事業（道教委）

道教委Webページ「令和４年度学校力向上に関する総合実践事業 指定地域の取組」より
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６ 学校力向上に関する総合実践事業（道教委）

道教委Webページ「令和４年度学校力向上に関する総合実践事業 指定地域の取組」より
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６ 学校力向上に関する総合実践事業（道教委）

道教委Webページ「令和４年度学校力向上に関する総合実践事業 指定地域の取組」より



【学校力向上に関する総合実践事業】

○学校力向上に関する
総合実践事業

学校経営

参考資料


